
マスタープラン
■■■都市計画福 岡 市

博多区

まちづくりの方向性

博多駅周辺では、国際的な広域業務の中心として、高度な都市機能の誘導や歩行者ネットワー
クの拡大、歴史ある博多旧市街との回遊性向上などにより、博多駅の活力と賑わいが周辺につ
ながるまちづくりを進めます。また、ウォーターフロント地区（中央ふ頭・博多ふ頭）では、MICE
機能や国際•国内旅客ターミナル機能、都心部の貴重な海辺空間を生かした賑わいや憩いなど
により、市民や国内外からの来街者が集い交流する海に開かれたまちづくりを進めます。

雑餉隈では、日常生活に必要な商業機能などの諸機能の集積を生かした拠点の形成を図ります。

博多港・福岡空港・博多駅では、広域交通拠点の機能強化を図るとともに、多くの人や物が集中
し交流する都心部を支える交通環境づくりに取り組みます。また、地域の実情に応じた生活交
通の確保、公共交通や道路のバリアフリー化の推進など、すべての人にやさしい安全・安心な
交通環境づくりなどに取り組みます。

都心部では、水辺や通り、広場などのオープンスペースを活用し、花や緑、文化芸術、歴史など
により、彩りと潤い、賑わいがある魅力的なまちづくりを進めます。

博多部では、神社仏閣等を生かした歴史的な街並みの形成などに取り組みます。

住宅地では、地域特性に応じたみどり豊かで良好な住環境や魅力的な景観づくりに取り組み、
快適で心豊かに住み続けられる日常生活圏の形成を図ります。

警固断層周辺では、中高層建築物の耐震強化を促進するとともに、那珂川や御笠川などにお
いて浸水対策を進めるなど、安全・安心に暮らせるまちづくりに取り組みます。 

福岡空港 東長寺
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　都市計画マスタープランは、都市計画に係る施策を総合的かつ体系的に展開していくための指針や、
地域主体による地域の特性や課題に応じたまちづくりに向けての基礎として活用するものです。

音声コード
「Uni-Voice」



　「福岡市都市計画マスタープラン」は、
都市計画法第18条の2に基づく市町村
の都市計画に関する基本的な方針で、
「福岡市総合計画」や県が定める「福岡
都市圏都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針（都市計画区域マスタープ
ラン）」に即して定めるものです。

１位置づけ

　第10次福岡市基本計画と同じ2034
年度（令和16年度）とします。

２目標年次

３都市づくりの基本理念と基本方向

※この目標年次は、都市計画マスタープランを
適用する概ねの期限を示すもので、目標年次
までに完了するという性格のものではありま
せん。

豊かな自然環境と充実した都市機能を備えた
コンパクトでコントラストのある持続可能な都市をめざして

都市づくりの基本理念 都市づくりの基本方向

交流を育み、都市の成長を図る都市づくり

基本理念１ 九州・アジアの交流拠点都市の形成基本方向１

都市活力を牽引する
都心部の機能強化と魅力向上基本方向２

地域の特性を生かし、生活の質を高める都市づくり

基本理念２ 都市基盤を活用した地域の核となる
拠点の機能強化基本方向３

子ども・若者から高齢者まですべての人が
快適で住みやすい日常生活圏の形成基本方向４

人と自然が共生し、安全・安心な
暮らしができる都市づくり

基本理念３ 環境にやさしく、みどり豊かな都市の形成基本方向５

災害に強く安全・安心な都市空間の形成基本方向６

部門別の基本的な方向
●土地利用
●交通体系づくり
●みどりづくり
●景観づくり

●住宅市街地づくり
●環境都市づくり
●防災都市づくり

●その他の部門
・下水道
・河川
・水道
・ごみ処理施設

・卸売市場
・小・中学校
・その他の中核的施設

※ 福岡市では、総合計画に基づく各施策の着実な推進により、SDGｓの達成に取り組んでいます。

上位計画

福岡市 福岡県
【福岡市総合計画】
福岡市基本構想
福岡市基本計画

福岡都市圏
都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針

即する（都市計画法第18条の２第１項）

即する（都市計画法第18条の２第４項）

福岡市都市計画
マスタープラン

関連
計画

● 福岡市 都市交通基本計画
● 福岡市 みどりの基本計画  など

各種都市計画決定

身近な地区での
まちづくり

● 区域区分　● 地域地区　● 都市施設　● 市街地開発事業  など

● 地区計画　● 建築協定　● 緑地協定  など



４将来の都市構造
都市空間構想図（第10次福岡市基本計画）



将来像とまちづくりの視点
<拠点など>

○ 高度な都市機能の誘導
○ 利便性の高い立体的な歩行者ネットワークの充実・強化
○ 広域交通拠点等における交通機能の強化
○ 福岡の顔にふさわしい景観・みどりの創出とオープンスペースを
　 活用した魅力づくり
○ 多様な主体との連携による賑わいの創出

まちづくりの主な視点まちの将来像拠点・ゾーン・軸
（博多駅周辺）
　広域交通の拠点である博多駅の利便性
を生かした国際的な広域業務の中心とし
て、業務とともに商業などの都市機能が集
積し、博多駅の活力と賑わいが周辺につな
がる地区

○ 歴史・文化を生かした観光・交流の推進、街並み景観の向上
○ 商業・業務機能の誘導
○ 魅力ある歩行者空間の確保
○ 周辺地区との連携強化

（博多部）
　神社仏閣などの歴史資源や伝統的な祭
りなどの文化を生かした博多の歴史・文化
を伝承する拠点

（雑餉隈）
○ 鉄道駅を中心とした一体的なまちづくりや回遊性の向上
○ 高架下の活用による既存のまちと一体となった賑わいの創出
○ 日常生活に必要な商業機能などの誘導
○ 商店街の活性化
○ 交通結節機能の充実・強化

　日常生活に必要な商業機能や市民サー
ビス機能などの諸機能が集積した地域
の拠点

○ 日常生活に必要な商業機能などの誘導
○ 商店街の活性化
○ 安全・安心な交通環境づくり

　近隣住民が日用品の買い物をする店舗
などが集積する賑わいのある便利なまち

○ 商業・業務機能の誘導と魅力ある商業空間の形成
○ 水辺を生かしたまちづくり
○ 周辺地区との連携強化

（中洲川端）
　多彩な娯楽・飲食の魅力など、文化機能
と飲食街の集積を生かしたゆとりと賑わい
のある拠点

○ 海辺を生かした賑わいと憩いの創出
○ 質の高いMICE の受入環境の形成
○ クルーズ船等の受入環境の充実
○ 広域交通拠点等における交通機能の強化

（中央ふ頭・博多ふ頭）
　MICE機能や国際•国内旅客ターミナル
機能等が集積し、市民や国内外からの来
街者が集い交流する海に開かれた地区

都心核

生活商業地

都心拠点

地域拠点

○ 福岡市の空の玄関口としての景観づくり
○ 広域交通拠点等における交通機能の強化
○ 緑化の推進

　空港関連の商業施設・業務施設が集積
する空の玄関口

○ 沿道の有効利用
○ 後背地などの周辺環境への配慮
○ 交通ネットワークの充実・強化
○ 連続性のある良好な街並みの形成

　福岡市の骨格となる重要な交通ネット
ワークを受け持つ道路の沿道に商業・業
務・サービス施設や中高層住宅などが連
続した沿道の市街地

　幹線道路沿道に商業・業務・サービス施
設や中高層住宅などが連続した沿道の市
街地

空港周辺ゾーン

都市軸

沿道軸



みどりの輪・
みどりの帯

（森の緑地環・緑の腕）

博多湾水際帯

<環境資源などを保全・活用するエリア>

○ 歴史資源を生かした街並みの形成
○ 緑の保全
○ 緑豊かで魅力的な景観の形成
○ 魅力ある歩行空間の確保

まちづくりの主な視点まちの将来像ゾーン・軸

　神社仏閣や町家などの歴史資源を生かした
景観が保全・形成されている櫛田神社、聖福寺、
住吉神社及びその周辺地区

○ 河川沿いの緑化など美しい都市景観の形成
○ 親水性の向上
○ 生物多様性の保全・回復・創出
○ 安全で快適な都市基盤の整備

　御笠川など、都市に美しい景観と身近な潤い
を創出するとともに、市民の散策・憩いの場と
なる水辺空間

○ みどりの連続性の確保
○ 生物多様性の保全・回復・創出

　連続する緑地と水際空間を形成するととも
に、市民の憩いの場となる海辺空間

○ 東平尾公園の機能の充実・強化
○ 生物多様性の保全・回復・創出

　都市の環境保全と福岡らしい風景を形成する
とともに、市民の憩いの場となる森林、丘陵地

歴史景観
拠点ゾーン

河川緑地軸

<土地利用などの現況から市街地を類型化したエリア>

○ 高い指定容積率の有効活用
○ 緑化の推進
○ 都心核・都心拠点との連携

まちづくりの主な視点現況ゾーン
　都心核周辺の商業・業務施設と中高層住宅が
立地するまち

　戸建住宅などの低層住宅が大部分を占める
が、一部中層住宅などが立地する住宅地

　主として戸建住宅などの低層住宅が立地する
住宅地

　工場や倉庫、事務所などの工業系の施設と住宅
が立地するまち

○ 中高層住宅地としての良好な居住環境の形成
○ 生活利便性の確保
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進
○ 住宅の老朽化への対応
○ 低中層住宅地としての良好な居住環境の形成
○ 生活利便性の確保
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進
○ 住宅の老朽化への対応
○ 低層住宅地としての良好な居住環境の形成
○ 生活利便性の確保
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進
○ 住宅の老朽化への対応

　大規模な住宅団地などの中層住宅や高層住宅
が立地する住宅地

○ 良好な居住環境の形成
○ 居住環境と調和した商業・業務機能の誘導
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 緑化の推進

　住宅を中心に商業施設・業務施設が立地する
市街地

○ 住宅の多い地区での良好な市街地環境の形成
○ 生活利便性の確保
○ 安全・安心な交通環境づくり
○ 敷地内緑化などによる緩衝機能の確保

　工場や倉庫、事務所などの工業系の施設が集積
するまち

○ 流通・工業機能の維持・向上
○ 住宅の無秩序な立地の抑制
○ 車両の円滑な交通処理

　国内外を結ぶ海上アクセスが集積するみなと
○ クルーズ船等の受入環境の充実
○ カーボンニュートラルポートの形成
○ 人流機能と物流機能の調和

　緩衝緑地などの空港周辺の移転補償跡地と
一部民有地が混在するまち

○ 騒音による影響が比較的少ない商業・業務、流通工業施設
　 やスポーツ・レクリエーション施設などの適正誘導

　市民のスポーツとレクリエーションの場となる
東平尾公園などの丘陵地

○ 森林などの保全・活用と管理活動の充実
○ 無秩序な開発の抑制

移転跡地等ゾーン
（空港周辺）

低中層住宅ゾーン

複合市街地ゾーン

低層住宅ゾーン

流通・工業ゾーン

港湾機能ゾーン

山地・丘陵地

中高層住宅ゾーン

住工複合ゾーン

都心核周辺ゾーン



将来像図

※この将来像図は、全体構想における「将来の都市構造」をもとに、
　区内の各地域の特性に応じて分類した拠点・ゾーン・軸を示した図面です。





※このリーフレットは、福岡市都市計画マスタープラン（令和８年２月改定）の内容をもとに、それぞれの区に関する内容を要約してまとめたものです。

地域が主体的に取り組むまちづくりに向けて
＜まちづくりの取組みの進め方（例）＞

＜まちづくりに関する情報収集や各種支援制度について＞

【STEP1 発意】まちづくりのきっかけ、仲間づくり
・「福岡市基本計画」や「都市計画マスタープラン」などを手がかりに、身近な地域の特徴や良いところ、
改善したいところを考えてみましょう。
・市では、進め方や制度の勉強会を行う「出前講座」、専門的なアドバイスを行う「まちづくりアドバイザー
派遣制度」などで地域の活動を支援しています。

【STEP２ 組織】まちづくりに取り組む組織づくり
・みんなでまちの将来像や目標を話し合い、まちを更に良くしたいという熱意が高まったら、まちづくり
に取り組む組織づくりを行いましょう。
・市による「地域まちづくり協議会」として、登録・公表いただければ、活動費の助成など市の支援制度が
活用可能です。

【STEP３ 計画】まちづくりの計画・ルールなどの検討、策定
・ワークショップや勉強会、アンケート調査などを行い、現状・課題や将来像などを整理し、将来像の
実現に向けた具体的な計画やルールなどを検討しましょう。
・計画やルールの案ができたら、広く地域の意見を聴いて合意形成を図りましょう。
・まちづくりの計画やルールを策定する際には、活動費助成や技術的なアドバイスを行うコンサルタント
派遣など市の支援制度が活用可能です。

【STEP４ 実施】まちづくりの取組みの実施
・地区計画や建築協定、特定まちづくりルールなどの制度を活用して、地域の将来像実現のための
取組みを進めましょう。
・計画実現に向けた活動費助成など、市も継続して支援を行います。

地域で合意形成されたまちづくりの計画やルールなどをもとに、まちづくりの取組みを進める
ことで、みなさんで共有した地域の将来像へ一歩一歩進んでいきます。

編集・発行／福岡市 住宅都市みどり局 都市計画部 都市計画課
〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８番１号　TEL 092-711-4388　 FAX 092-733-5590

● 福岡市Webまっぷ
　 都市計画情報などの行政情報や地域情報をインターネットを通じて公開・提供するサイトです。
● 地域まちづくり手引書
　 まちづくりの進め方や制度等をイラストや事例を用いて説明したまちづくりの手引書です。
● 出前講座
　 市の取組みや暮らしに役立つ情報を、市の職員が皆さんのところへ訪問してお話しします。
● まちづくりアドバイザー派遣制度
　 初期のまちづくり活動をサポートする専門家の派遣を行っています。

福岡市
Webまっぷ




